
                          

          

 

 
 

 
 

           臨時生徒総会     校長  中野  博史  

平成元年の開校から 36年目を迎

えました。開校当時は 350 人を超

える生徒が在籍していましたが、

少子化の影響等によりこの 30 年

の間で、生徒数が 200 人以上減り

ました。  

新型コロナウイルス感染症の蔓

延が収束に向かい、通常の教育活

動が行えるようになりましたが、

生徒会専門委員会では、人数が足りずに思うように日常の活動ができないことや、体

育祭における各委員会の役割分担の中で人手が不足していることなどが、課題となっ

ていました。そこで、生徒会組織を現在の生徒数に見合ったものに改革しようと、生

徒会本部役員を中心に協議を重ね、専門委員会の統合についての議案書をまとめまし

た。その後、学級討議を経て、 11 月 29 日に臨時の生徒総会が開催されました。  

 臨時の生徒総会では、活動の方向性がおおむね同じで、協

力しやすくなるよう、また、日常活動が増え、他の委員会と

のバランスがとれるよう、７つの委員会を５つに統合する案

が可決されました。そして、応援団については、部活動改革

にともない社会クラブチームに所属する生徒も増えてきて

いることもあり、部活動の壮行式を縮小する方向へ進めてい

くこととし、応援団そのものについては廃止することになりました。なお、壮行式に

ついては、放送で実施するなど形を変えて行うなどの工夫をすることとなりました。 

今回の生徒会の組織改革では、本部役員での検討会議から各学級における議案書討

議まで、数多くの意見や質問がでていました。生徒一人一人が自分たちの課題を解決

しようと真剣に考えていた姿が大変立派でした。来年度の生徒会活動の発展を心から

期待しています。  

生徒会活動だけでなく、学校の様々な教育活動を見直す時期を迎えています。社会

背景や時代の要請に合った教育計画の策定に向け、今年度の教育課程を見直し、全教

職員で次年度の計画について協議しています。ご意見等ございましたら、中学校 (担

当：教頭 )までご連絡ください。２月中旬に開催予定の中学校区の拡大学校運営協議会

や学校運営協議会で、地域代表の皆様と情報を共有し、協議させていただきます。   
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人権学習について 

上越市は、平成 20 年 12 月 18 日に「人権都市」を宣言しました。それにより、12 月は人権強調月

間として、学校でも人権教育に取り組んでいます。今年度、中学校では、全学年で上越市が作成した

「えがお（子どもの権利学習テキスト）」を用いて、子どもの権利について学習しました。 

上越市には「子どもの権利に関する条例」が制定されています。上越市のＨＰに書かれている条例

の制定理由をここで紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「上越市子どもの権利に関する条例」で定められている子どもの権利は、以下の通りです。 

第４条 安心して生きる権利 

第５条 自身を持って生きる権利 

第６条 地域社会に参画する権利 

第７条 特別な社会的支援を要する子どもの権利 

第８条 少数の立場に属する子どもの権利 

第９条 知らされる権利 

子どもの権利は、子どもはもちろんのこと、大人こそ知ってい

なければなりません。それぞれの権利の具体的な内容について、

生徒がもっている「えがお（子どもの権利学習テキスト）」で、

親子で一緒に確認をしてみてください。なお、条例の全文は、上

越市のＨＰに掲載されています。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  1 月の主な予定  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇     

９日（木）３学期始業式、基礎テスト 

２１日（火）私立高等学校入学試験（関根・上越・産大附属） 

      １・２年生…スキー授業  

２２日（水）雄志中学校説明会（次年度入学生・保護者対象） 

２４日（金）英語検定 ⋆希望者のみ 

２７日（月）、２８日（火） ３年生…定期テスト 

３０日（木）避難訓練 

３１日（金）漢字検定 ⋆希望者のみ 

人は、誰もが生まれながらにして幸せに生きる権利を持っています。しかし、今なお、虐待や

いじめなどにより、子どもが苦しみ、追い詰められ、さらには心ない人々の手によってその命ま

でもが奪われてしまう事件が後を絶ちません。こうした状況を踏まえ、上越市は、子どもを取り

巻く様々な課題に対し、より主体的に取り組むため、「上越市子どもの権利に関する条例」を

平成 20年 4月 1日に施行しました。 

この条例には、「子どもに託す大人の思い」と「子ども自身の思い」が込められています。子

どもは次代を担う地域社会の宝であることをすべての市民が認識し、子どもの心身の健やか

な成長を地域社会で支援し、子どもが安心して自信を持って生きることができる地域社会を

つくりましょう。  

（引用：上越市ＨＰ https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kodomo/kodomo-kenri1.html） 

学年によって表紙の色・絵が異なります 

１年：紫、２年：水色、３年：緑 

12月 24日～1月 8日まで、16日間の冬休

みとなります。 

冬休みの生活に関するしおりや生活記録

表などを親子でよく読み、充実した冬休みを

お過ごしください！ 


